求人者マイページ開設方法
（すでに事業所登録・求人利用のある場合）
１．ハローワーク泉大津に求人者マイページの開設を申し出てください（申し出方法は、窓口、メール、電話のいずれか）。

２．登録されている事業所情報を確認の上、ハローワーク泉大津で
マイページアカウント作成コードを発行し、交付します。

３．ハローワークインターネットサービスにアクセスし、トップページの「アカウント作成コードをハローワークで発行済みの求人者」をクリック。
※スマートデバイスをお使いの方は「事業主の方」から遷移してください。

４．マイページ利用規約などをご確認のうえ、「パスワード登録申込画面」にメールアドレス、事業所番号、電話番号及びハローワークで交付を受けたアカウント作成コードを入力。
　　※登録用メールアドレスは社内で共有可能なアドレスでお願いします。
※事業所番号、電話番号及びアカウント作成コードのいずれかの項目を合
　計で10回誤った場合は、アカウント作成コードが無効となりますので
　ご注意ください⇒その場合はハローワーク泉大津までお申し出ください。

５．登録したメールアドレスに認証キーが届きます（５０分有効）。

６．認証キーを入力し、パスワード登録して開設完了。

ご不明な点は、ハローワーク泉大津までお問い合わせください。

マイページからのお申し込みにより、求人内容の変更や募集停止、紹介状の確認・採否結果の登録、求職者情報の検索もマイページからいつでもできますので大変便利です。ぜひご利用ください。

〒595-0025　泉大津市旭町２２－４５　
テクスピア大阪２階　
　　　　ハローワーク泉大津      　　　　　　        事業所サービス・企画部門　　              　
TEL：0725-32-5181（31＃）              
　　メールアドレス：izumiotsu-jisa@mhlw.go.jp
